
児
童
課
1
66
◆

1
1
0
7

第
3
子
以
降
の
3
歳
未

満
児
の
保
育
料
を
無
料

に
し
ま
す

就
労
と
育
児
の
両
立
支
援
を
図

る
た
め
、
18
歳
未
満
の
児
童
を
3

人
以
上
養
育
し
て
い
る
世
帯
で
、

認
可
保
育
園
に
入
所
し
て
い
る
第

3
子
以
降
の
3
歳
未
満
児
の
保
育

料
を
、
平
成
19
年
10
月
か
ら
無
料

と
し
ま
し
た
。

ま
た
、市
独
自
の
制
度
と
し
て
、

認
可
外
保
育
施
設
に
入
所
し
て
い

る
第
3
子
以
降
の
3
歳
未
満
児
の

保
育
料
に
つ
い
て
も
保
育
料
支
払

後
に
還
付
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

児
童
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

消
防
本
部
総
務
課
1
68
◆

0
9
3
6

年
末
特
別
警
戒

年
末
の
火
災
多
発
期
に
、
市
民

の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
、
明
る
い

お
正
月
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
女

性
防
火
ク
ラ
ブ
、
市
消
防
団
、
消

防
本
部（
署
）
が
巡
視
警
戒
し
ま

す
。

と　
き　
12
月
26
日
㈬
〜
30
日
㈰

と
こ
ろ　
市
内
全
域

問
合
先　
消
防
本
部
総
務
課　

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

市
障
害
者
扶
助
料
の
12
月
期
支

払
分（
8
月
〜
11
月
分
）
を
12
月

20
日
㈭
以
降
に
、
受
給
者
指
定
の

金
融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確

認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

児
童
扶
養
手
当
を
振
り

込
み
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
12
月
期
支
払

分（
8
月
〜
11
月
分
）
を
12
月
11

日
㈫
以
降
に
、
受
給
者
指
定
の
金

融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認

し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

選
挙
管
理
委
員
会
1
66
◆

1
1
5
5

ご
存
じ
で
す
か
？

検
察
審
査
会

―

検
察
審
査
員
に
選
ば

れ
た
ら
ご
協
力
を―

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
を
有

す
る
方
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
11
人

の
検
察
審
査
員
が
、
一
般
国
民
を

代
表
と
し
て
、
検
察
官
が
犯
罪
の

嫌
疑
を
受
け
て
い
る
者（
被
疑

者
）を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た
こ

と（
不
起
訴
処
分
）
の
よ
し
あ
し

を
審
査
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
検
察
審
査
員
を
選
定
す
る

た
め
各
市
町
村
で
は
、
前
も
っ
て

検
察
審
査
員
候
補
者
の
選
定
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
あ
な
た
も

選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
あ
な
た
が
検
察
審
査
員

な
ど（
候
補
者
ま
た
は
補
充
員
）

に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、
民
意
を

検
察
制
度
に
反
映
さ
せ
る
た
め

に
、
ぜ
ひ
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
合
先　
豊
橋
検
察
審
査
会
事
務

局（
豊
橋
市
大
国
町
110
番
地
名

古
屋
地
方
裁
判
所
豊
橋
支
部
内
）

☎
０
５
３
２
◆

52
◆

３
２
８
３

安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

年
末
の
交
通
安
全
運
動

市
民
運
動
が
始
ま
り
ま
す

12
月
1
日
㈯
〜
10
日
㈪

年
末
は
、飲
酒
の
機
会
も
増
え
、

飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
の
増
加
も

心
配
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
1
年
を

通
じ
て
日
没
時
刻
が
最
も
早
い
こ

の
時
期
、
毎
年
、
夕
暮
れ
時
か
ら

夜
間
に
か
け
て
高
齢
者
が
、
歩
行

中
に
交
通
事
故
に
遭
う
率
が
増
加

し
ま
す
。
皆
さ
ん
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

運
動
の
重
点

○
飲
酒
運
転
を
撲
滅
し
よ
う
。

○
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守
ろ

　

う
。

○
後
部
座
席
を
含
む
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正

し
く
着
用
し
よ
う
。

安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

交
通
安
全「
は
が
き
作

戦
」を
実
施
し
ま
す

交
通
事
故
防
止
、
交
通
安
全
意

識
の
向
上
を
図
る
た
め
、
市
内
の

小
中
学
生
3
千
585
人
が
市
民
の
方

に
向
け
て
、
は
が
き
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
書
き
ま
し
た
。
12
月
上
旬
に

発
送
し
ま
す
。

は
が
き
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
常
に
交
通
安
全
を
意
識
し
、

交
通
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
気
を

つ
け
ま
し
ょ
う
。

計
画
開
発
課
1
66
◆

1
1
4
2

都
市
計
画
変
更
案
を

縦
覧
し
ま
す

宝
飯
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧

を
行
い
ま
す
。
こ
の
案
に
意
見
の

あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
中
、
縦
覧

内
容
に
対
す
る
意
見
書
を
愛
知
県

決
定
に
つ
い
て
は
県
知
事
あ
て
、

市
決
定
に
つ
い
て
は
市
長
あ
て
に

提
出
で
き
ま
す
。

縦
覧
の
内
容

①
都
市
計
画
道
路
の
変
更
案

（
県
・
市
決
定
）

②
防
火
地
域
お
よ
び
準
防
火
地
域

の
変
更
案（
市
決
定
）

と　
き　
12
月
4
日
㈫
〜
18
日
㈫

（
た
だ
し
、
閉
庁
日
は
除
く
。）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30

分（
県
庁
は
午
前
8
時
45
分
〜

午
後
5
時
30
分
）

と
こ
ろ　

県
決
定
：
愛
知
県
都
市
計
画
課

（
☎
052
◆

954
◆

6
5
1
5
）

県
お
よ
び
市
決
定
：
市
役
所
計

画
開
発
課

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
3
8

公
共
下
水
道
事
業
の
計
画

変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

豊
川
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事

業
の
計
画
変
更
案
を
縦
覧
し
ま

す
。

と　
き　
12
月
4
日
㈫
〜
18
日
㈫

（
た
だ
し
、
土
・
日
を
除
く
）　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分

と
こ
ろ　
下
水
道
課（
市
役
所
本

館
2
階
）

※
縦
覧
期
間
中
、
市
民
の
皆
さ
ん

お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

縦
覧
内
容
に
対
し
て
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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